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下松市上下水道局建設工事等条件付一般競争入札参加心得 

 

令和７年１月１日 

下松市上下水道局 

（目的） 

第１条 下松市上下水道局が発注する建設工事等に係る条件付一般競争入札に参加しようとする

者（以下「入札参加者」という。）は、下松市上下水道局会計規程（平成２６年下松市上下水道

局規程第２号）、下松市契約規則（平成２７年下松市規則第７号）、下松市条件付一般競争入札

事務処理要領、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところにより入札しなけ

ればならない。 

（入札参加資格の確認） 

第２条 入札参加者は、公告に定めた期間内に、入札参加資格確認申請に必要な書類を提出し、

入札参加資格適合通知書を得ておかなければならない。 

（入札保証金） 

第３条 入札保証金の納付は免除する。ただし、入札保証金の免除を受けた者が落札者となった

場合において契約を締結しないときは、当該入札保証金に係る相当額を違約金として徴収する

ものとする。 

（入札等） 

第４条 入札参加者は、この心得、現場説明書、設計書、図面、その他関係書類（以下、「設計図

書類」という。）及び現場等を熟覧の上、入札に参加しなければならない。 

２ 入札参加者は、設計図書類及び現場等について疑義があるときは、指定期日までに、指定し

た提出先に持参又はファクシミリにより、工事内容質問書を提出することができる。ファクシ

ミリによる場合は、到達確認の電話連絡をするものとする。 

３ 入札執行時間に入札会場内に入場していない者は、不参加とする。ただし、天災等不測の事

態による場合は、入札の執行をも含め入札執行者の判断によるものとする。 

４ 入札参加者は、入札書を作成し入札金額が見えないように折りたたみ、入札執行者の指示に

従って提出すること。 

５ 工事に係る入札（単価による入札に係るものを除く。）については、工事費内訳書を入札執行

者の指示に従って提出すること。 

６ 入札参加者が、代理人に入札させるときは、入札開始前までに委任状を提出すること。 

７ 入札参加者は、入札書の提出後に入札書の書換え又は撤回をすることはできない。 

８ 入札書に記入する入札価格は税抜きとする。 

９ 入札書、委任状及び工事費内訳書に記入する日付は入札当日の日付とする。 

（入札の辞退） 

第５条 入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。なお、

辞退の方法は、次に掲げるところによるものとする。 

(1) 入札執行前に辞退する場合は、直接持参、郵送又はファクシミリにより、入札日時までに

入札辞退届を下松市技術監理課に提出すること。ただし、ファクシミリによる場合は、到達

確認の電話連絡をするものとする。 

 (2) 入札執行宣言後における入札の辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を入札箱

に提出して行う。 
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２ 口頭による入札の辞退は、これを認めない。 

３ 入札参加者は、提出した入札辞退届を撤回することはできない。 

４ 入札を辞退した者は、これを理由として不利益な取扱いを受けるものではない。 

（公正な入札の確保） 

第６条 入札参加者は、刑法（明治４０年法律第４５号）及び私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）に抵触する行為を行ってはならない。 

２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入

札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 

３ 入札参加者は、入札執行宣言から入札執行終了宣言まで、外部の者と入札金額又は入札意思

についていかなる相談も行ってはならない。携帯電話、スマートフォン又はタブレット端末の

操作等、外部との相談が疑われる行為も、同様とする。 

４ 入札参加者は、入札執行宣言から入札執行終了宣言まで、私語及び誤解を招くような不審な

行為はしてはならない。 

５ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示しては

ならない。 

（開札） 

第７条 開札は、入札公告に示す日時及び場所において行うものとする。 

２ 開札は、入札の終了後直ちに入札参加者の前で行うものとする。 

３ 開札は、公開とする。 

４ 開札には、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。 

（入札の取りやめ等） 

第８条 入札執行者は、入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を

公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又

は入札の執行を延期し、取りやめをし、若しくは取りやめた後、契約方式や設計等の変更を行

い、別の工事等として発注を行うことがある。この場合において、入札参加者は、当該入札の

ために要した費用を市及び市上下水道局に請求することはできないものとする。 

２ 入札において落札者がないとき。 

３ 天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがあ

る。 

（無効とする入札） 

第９条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 (1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札 

(2) 虚偽の申請を行った者がした入札 

(3) 委任状を提出しない代理人のした入札 

(4) 入札金額を訂正した入札 

(5) 入札書等に入札参加者の氏名（法人の場合はその商号又は名称及び代表者の氏名）及び押

印のいずれかがない入札 

(6) 入札書等の工事名等が入札公告と一致しない又は記載されていない入札 

(7) 誤字、脱字、鉛筆書き等により意思表示が不明瞭である入札 

(8) 明らかに連合によると認められる入札 

(9) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理人をしたものの入札 
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 (10) 予定価格を事前公表している場合、これを超える入札 

 (11) 最低制限価格制度を適用した工事の最低制限価格を下回った入札 

 (12) 指名停止期間中の者の入札 

 (13) 工事に係る入札（単価による入札に係るものを除く。）について、工事費内訳書を提出しな

い者の入札及び工事費内訳書に重大かつ明白な不備がある入札 

 (14) その他入札に関する条件に違反した入札 

 （落札者の決定） 

第１０条 入札を行った者のうち、無効な入札をした者を除き、予定価格の制限の範囲内で最低

の価格で入札した者を落札者とする。ただし、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。

以下「自治令」という。）第１６７条の１０第２項の規定による最低制限価格を設ける入札にお

いては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち

最低の価格で入札した者を落札者とする。また、自治令第１６７条の１０第１項の規定（いわ

ゆる「低入札調査価格制度」）を適用する入札においては、別に定める低入札価格調査基準価格

を下回る入札があったときは、低入札価格調査基準にもとづき審査し、落札か不落札かを決め

るものとする。判断基準額がある場合において判断基準額未満の入札があったときは、不落札

とする。 

２ 落札となるべき同価格の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに当該入札参加者にくじ

を引かせて落札者を決めるものとする。 

３ 前項の場合において、くじ引きを辞退することはできない。また、くじを引かない者がある

ときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

４ 落札者を決定したときは、速やかに入札結果を下松市ホームページサイト内で公表する。 

（再度入札） 

第１１条 開札した場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再

度の入札を行う。 

２ 入札執行回数は、初度の入札及び再度の入札を合わせて３回とする。 

３ 予定価格を越える１回目の最低入札金額を公表することとし、２回目の入札で１回目の公表

額以上で入札した者は３回目の入札参加資格を失うものとする。 

４ 無効入札とされた者、不落札となる入札をした者又は不参加者は、その後の再度入札には参

加できない。 

（契約締結の中止） 

第１２条 落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は下松市若しく

は下松市上下水道局の指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わない。 

（契約保証金等） 

第１３条 落札者は、工事にあっては契約書の提出と同時に、契約金額の１００分の１０以上の

契約保証金又は規則第３０条に基づく契約保証金に代わる担保を納付し、又は提出しなければ

ならない。ただし、契約保証金の全部又は一部が免除された場合は、この限りでない。 

２ 落札者は、契約締結に際し、次の各号に掲げるいずれかのものを提出しなければならない。 

 (1) 契約保証金（現金） 

 (2) 有価証券（利付国債） 

 (3) 銀行が発行した保証証書 

 (4) 前払金保証事業を行う保証事業会社が発行した保証証書 
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 (5) 保険会社が発行した履行保証保険証書 

 (6) 保険会社が発行した公共工事履行保証証券 

３ 契約保証金は、契約が履行された後にこれを還付する。ただし、契約の性質又はその履行の

状況により必要があると認めるときは、一定期間これを保留することができる。 

（前金払及び中間前金払） 

第１４条 前金払の額は、工事にあっては請負代金の額に１０分の４を乗じて得た金額から１０

万円未満の額を切り捨てた額とする。 

２ 中間前払金の額は、前項に規定する公共工事の請負代金の額に１０分の２を乗じて得た額を

超えないものとし、その額から１０万円未満の額を切り捨てた額とする。ただし、前払金と中

間前払金の合計額が当請負代金の額の１０分の６を乗じて得た額を超えてはならないものとす

る。３ 前金払及び中間前金払を適用する工事については、入札執行前に明示する。 

（落札した場合の協力要請事項等） 

第１５条 建設工事を下請けさせる場合は、下請契約を締結したときに下請金額にかかわらず施

工体制台帳を作成し、提出すること。また、市内業者に優先発注するとともに、下請け代金は

適正な金額とすること。 

２ 前金払及び中間前金払を受けたときは、下請負業者に対しても建設工事の費用を前金払及び

中間前金払として支払うものとする。 

３ 部分払（出来高払）又は竣工払（完成払）の支払を受けたときは、下請負業者に対しても速

やかに相応の支払をすること。 

４ 建設資材等は、積極的に市内業者から購入するとともにその支払を適正に行うこと。 

５ 建設工事の施工にあたっては、一般社団法人山口県トラック協会加入車を優先使用するよう

努めること。なお、土砂等の運搬業務を運送契約により委託するときは、道路運送法に基づく

運送免許を有するものに限るものとする。 

（建設業退職金共済制度への加入） 

第１６条 下松市上下水道局が発注する建設工事を受注し工事請負契約を締結する際は、建設業

退職金共済組合と共済契約を結び証紙を購入したうえ、金融機関の発行する掛金収納書（写）

を提出するものとする。 

（入札書） 

第１７条 入札書は下松市上下水道局指定のもの又は下松市上下水道局指定の様式で作成したも

のを使用するものとする。なお、入札封筒は使用しない。 

（異議の申立て） 

第１８条 入札を行った者は、入札後この心得、設計図書類、契約書についての不明又は錯誤等

を理由として異議を申立てることはできないものとする。 

附 則 

 この心得は、平成２６年７月１日から施行し、同日以降に起工する工事について適用する。 

附 則 

 この心得は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この心得は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この心得は、平成２９年７月１日から施行する。 



5 

 

附 則 

 この心得は、令和７年１月１日から施行する。 

 

 


